
構造改革特別区域計画  
 

１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称  

神奈川県大和市  

 

２ 構造改革特別区域の名称  

  みんなで進める地域福祉特区  

 

３ 構造改革特別区域の範囲  

  大和市の全域  

 

４ 構造改革特別区域の特性  

  当市では、１・２級の身体障害者手帳を持つ肢体不自由児者が１，２０１

人、要介護認定４・５段階の高齢者等が８６８人おり、通院など外出する際

の援助を必要としているが、タクシー事業者による福祉車両輸送の登録台数

が県央交通圏では３０台と少ないうえに、大和地区内には１台も配備されて

おらず、当市の移動制約者のニーズに十分に対応できる状況にない。  

そのため、タクシー事業者の福祉車両輸送だけではなく、ＮＰＯ法人によ

るボランティア輸送の利用者も年々増加しており、特例措置を受けようとし

ているＮＰＯ法人による福祉車両輸送の実績も２００１年には４４０件（８

３０時間）、２００２年では９８９件（１，６３６時間）となっている。  

また、当市内のＮＰＯ等による市民福祉事業には、福祉輸送のほかに配食、

子育て支援、家事援助などがあり、それぞれの信頼関係の中で連携し、自主

的に「大和地域福祉連絡会」をつくり、新しい市民福祉事業創出への取り組

みなどを行っている。  

さらに、当市では市民によってまとめられた条例素案に基づき「大和市新

しい公共を創造する市民活動推進条例」を制定し、市民、市民団体、事業者、

行政が対等なパートナーシップにより協働して知恵と力を出し合いながらま

ちづくりを進めるという、まさに構造改革そのものといってよい取り組みを

行っているところである。  

 

※ 県央交通圏…藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、伊勢原市、秦野市、相模原市、

大和市、座間市、海老名市、綾瀬市、厚木市、寒川町、大磯町、二宮町、

愛川町、清川村  



５ 構造改革特別区域計画の意義  

  身体障害者や要介護高齢者など移動制約者の移動手段の確保という地域的

課題を、自助と自立の精神を持って自らの手で解決しようとするＮＰＯの福

祉車両輸送事業について、特区として規制の特例を導入し、「ＮＰＯによるボ

ランティア輸送としての有償運送可能化事業」として実施することによって、

事業の実施体制を整えるとともに事業に活力を与え、民間の自主的活動よる

地域福祉の充実を推進し、地域からの構造改革へ繋げて行く。  

 

６ 構造改革特別区域の目標  

身体障害者や要介護高齢者などの移動制約者のアクセスフリーを実現する

ことによって、社会の中に点在する福祉サービスや医療サービスを線で結び、

より有効なサービス提供体制を確立し、誰もが個人としての尊厳を持って、

住み慣れた地域で生活していくことのできる地域社会を築くために、当市の

特性である、ＮＰＯ等による自立的地域づくりを推進し、民間活力による地

域福祉の充実を図る。 

  このような取り組みを全国へ発信することによって、今まで行政中心に委

ねられてきた福祉の充実について、市民もまた責任を分担していくという、

新しい地域福祉のあり方を創り出す機運が全国的に高まり、民間活力による

地域の活性化の実現に結びついていくと考えている。  

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的  

 効果  

   「ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運送可能化事業」を推進し

ていくことによって、福祉や医療のサービスが受けやすくなるばかりか、こ

れまでの公的サービスでは諦められていた、観劇や地域の行事参加も可能と

なり、身体障害者や要介護高齢者の社会参加が促進され、ノーマライゼーシ

ョンの実現に寄与することはもとより、家族の介護負担の軽減も図られ、施

設入所や病院の社会的入院を減少させる効果がある。  

さらに、当市のＮＰＯ福祉車両輸送事業における利用実績が、２００１年

が８３０時間で前年比５０％増、２００２年が１，６３６時間で前年比９７％

増と高い伸びを示していること、当該ＮＰＯ法人の利用会員数が、１・２級

の肢体不自由児者と要介護認定４・５段階の高齢者の合計数だけとの対比で

１３％程度ということから、潜在的需要は２００２年実績の２倍程度はある

と推測され、特例適用を受けることによって、現在、福祉車両輸送事業を検



討している他の複数のＮＰＯ法人による事業化の実現可能性が高まる。  

また、当該事業の実施主体であるＮＰＯ法人は他の福祉関連のＮＰＯ法人

と協力しながらミニデイサービスなどの新たなサービスづくりの取り組みも

行っており、連鎖的な事業創出へ結びつけられれば、地域内でのサービスの

提供と資金の還流が生じ、雇用の創出と地域経済の活性化が期待できる。  

 

８ 特定事業の名称  

 （１２０６）ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運送可能化事業  

 

９ 関連事業  

 ・「大和市新しい公共を創造する市民活動推進条例」に基づく協働事業  

  ＮＰＯの活躍や分権改革の進展など社会のあり方を見直そうという機

運の高まりを背景に、従来の「行政にゆだねられてきた公共」の枠を飛び

出し、ボランティアやＮＰＯなどの新しい活動と自治会などの地域活動を

結びつけ、市民や市民団体、事業者、行政がみんなで協働して知恵や力を

出し合いながらまちづくりを進めていくための条例を平成１４年６月に

制定した。  

この条例に基づき、ＮＰＯ等の提案による事業を協働推進会議で検討し、

協働事業（市民や市民団体、事業者及び市がお互いの提案に基づいて協力

して実施する社会に貢献する事業）として位置づけられた場合は、市とＮ

ＰＯ等が協定を締結し協力しながら事業を実施していく。  

  なお、今回のＮＰＯの福祉車両輸送事業についても、協働事業登録を行い、

規制の特例適用後に市とＮＰＯ等との協働事業として協力実施される予

定である。  

 

 ・在宅高齢者訪問調査事業  

  厚生労働省から示された生活習慣・生活環境アセスメントマニュアル等を

ベースに直接訪問による調査を実施し、現在の高齢者対策事業等に対する評

価や高齢者が地域の中で生活していくために何が必要かなど、地域と行政が

どのように役割分担をしていけばよいのかを大学等の専門機関との連携の中

で分析し、今後の地域ごとの高齢者支援策の推進へ繋げていく。  

  その際には、高齢者のモビリティ確保に関する視点も含まれており、要介

護高齢者のＳＴサービス（Special Transport Service）のあり方等について

も検討が加えられることになる。  



別紙 

 

１ 特定事業の名称 

（１２０６）ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運送可能化事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

  特区内において福祉車両を用いて輸送サービスを実施する社会福祉法人及

びＮＰＯ法人 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

  特区の認定後速やかに 

   

４ 特定事業の内容 

  当市内に事務所を有するＮＰＯ法人ワーカーズ・コレクティブケアびーく

るが、当市域全域を事業範囲として福祉車両を使用し、会員である要介護高

齢者や身体障害者等の移動制約者の輸送サービスを実施する。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

当市域内における移動制約者の輸送については、市内のタクシー事業者に

福祉車両が１台も配備されておらず、身体障害者や要介護高齢者の福祉輸送

に十分に対応ができないことから、基本方針別表１の特例措置の内容に示さ

れている条件に、別紙添付（資料１）のとおり適合していると認められるＮ

ＰＯ法人によって、「ＮＰＯによるボランティア輸送としての有償運送可能

化事業」を実施する。 

なお、適正な事業実施を確保するために、有償運送の条件について確認す

るとともに、次のとおり運営協議の場を設置し（資料２）、問題点等について

速やかに報告できる体制を整えた。 

 ○運営協議の場 

 （１）開催予定時期及び開催地 

 （開催予定時期） 道路運送法第８０条許可又は更新の申請に先立ち開催す

るほか、特区認定後速やかに第１回目を開催する予定で

ある。（平成１５年５月初旬を想定）以後、事業実施後３

ヶ月が経過した時、問題が発生した時等に開催する。 

 （開催地）    大和市 



 （２）運営方法 

  運営協議会を開催する場合は次の資料を作成し、あらかじめ参加者に送付

するものとする。また、更新の申請に先立って行われる場合には、輸送活動

における利用者からの苦情、事故等の状況について運営協議会に報告するも

のとする。 

① 当該地方公共団体の区域における交通の状況及び要介護認定を受けて

いる者、身体障害者その他の移動制約者の状況  

  ② 許可を受けようとするＮＰＯ等が作成した自家用自動車有償運送許可

申請書の案及び大和市長の具体的協力を示す書面 

  ③ 許可を受けようとするＮＰＯ等が行おうとする自家用自動車有償運送

に関し次に掲げる事項について具体的に記した資料 

・ 使用する車両の自動車登録番号及び設備並びに運転者 

・ 普通第二種免許によりがたい場合における十分な能力及び経験に係

る事項 

・ 損害賠償措置 

・ 会員数及び運送の対価の額 

・ 運行管理体制及び指揮命令系統 

・ 事故防止についての教育及び指導体制 

・ 事故時の処理及び責任体制（地方公共団体におけるものを含む。） 

・ 使用する車両についての整備管理体制 

・ 利用者からの苦情処理に関する体制（地方公共団体におけるものを含

む。） 

 （３）構成メンバー 

  ・協議メンバー…運営協議会の決定に関与する構成員 

  ① 社会貢献活動を行っているＮＰＯ等の代表（有償運送事業の運送主体

のＮＰＯ等を除く。） 

  ② 市民代表（有償運送事業の利用会員を除く。） 

③ 市職員（企画部長、市民経済部長、保健福祉部長、都市部長） 

  ・意見を聴取するメンバー…運営協議会の決定に関与せず、それぞれの立

場から意見を述べる構成員 

  ① 神奈川県運輸支局職員 

  ② 神奈川県タクシー協会相模支部大和地区代表 

  ③ 大和ケアマネージャー連絡協議会代表 

 



  ・福祉輸送実施主体メンバー…運営協議会の決定に関与せず、事業実施責

任主体として意見を述べ、運営状況等を報告する構成員 

  ① 有償運送事業の運送主体となるＮＰＯ等 

 

 ○有償運送の条件について 

 （１）運送主体 

  当該輸送確保について大和市長名で具体的協力依頼をするＮＰＯ法人であ

る。 

 （２）運送の対象 

登録した会員及びその介助者・付添人である。会員は、以下に掲げる者の

うち、単独では公共交通機関の利用が困難な移動制約者である。 

① 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に基づく要介護認定を受

けている者 

② 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に基づき都道府

県知事から身体障害者手帳の交付を受けている者 

③ 肢体不自由又は内部障害若しくは精神障害により独立した歩行が

困難な者（人工透析患者等）であって①及び②に該当しない者 

（３）使用車両 

使用車両は、法人所有のリフト付き車両１台とスロープ付き車両１台であ

る。 

（４）運転者 

運転者は利用会員とは別に、運転会員として当該ＮＰＯ法人に登録してい

る者で、普通第二種免許を所有する者がいないため、次の点を考慮し判断す

ることとした。 

・申請日前３年間運転免許停止処分を受けていないこと 

・実車の運転を伴う講習を受講した者であること 

・自動車事故対策センターが実施する適性診断を受診した者で、運転に関

し特に支障が認められない者であること  

また、当市においても、運送主体のＮＰＯ法人に対し、普通第二種免許所

有者の採用等について働きかけるなど、早期に体制整備を図るよう努める。 

 （５）運送の対価 

  関東運輸局長が定める基準に照らし、当該地域における一般乗用旅客自動

車運送事業の上限運賃額の概ね２分の１を目安に、営利に至らない範囲で設

定されるものである。 



 （６）管理運営体制 

  運送主体のＮＰＯ法人は、車両ごとの管理責任者が配置され、車両整備、

運行管理体制が整っており、事故防止のための安全運転研修を年２回実施し

ている。 

  また、事故処理、苦情処理のためコーディネーターを３名配置している。 

  なお、当市においても保健福祉部が事故処理、苦情処理の対応を行う。 

 （７）法令遵守 

  運送主体のＮＰＯ法人が、道路運送法第７条の欠格事由に該当していない

ことについて宣誓書を提出する。 

  

 


